
三次市教育委員会会議議案第４５号 

 

 

   動産の買入れの契約について 

 

 教育に関する事務に係る動産の買入れの契約についてを令和５年３月定例市議

会に提出することについて，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律１６２号）第２９条の規定により，次のとおり動産を買入れすることに

ついて，三次市教育委員会会議の意見を求める。 

 

 

  令和５年２月１０日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 

 

１ 買入物件   （仮称）三次市新学校給食調理場食缶（備品）購入，食缶・

配膳器具（消耗品）購入，食器（消耗品）購入及び食器カゴ

（備品）購入 

         内訳 別紙のとおり 

２ 契約の相手方 広島県三次市十日市中一丁目９番５２号 

          有限会社イナガキ雑貨 

           代表取締役 稲 垣 年 則 

３ 契約の方法  指名競争入札 

４ 買入価額   金８３，５５６，０００円 

 

 

 

 


